
五島市監査委員公表第２６号 

 

令和２年度財政援助団体等監査（財政援助団体監査）の結果に基づく措置について、五

島市長から別紙のとおり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

９９条第１４項の規定により公表する。 

 

令和３年１０月２７日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬       

 五島市監査委員 荒 尾 正 登      
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３五総第１３９１号 

令和３年８月２５日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市監査委員 荒 尾 正 登 様 

 

 

五島市長 野 口 市 太 郎 

 

令和２年度財政援助団体等監査の結果に基づく措置について 

 

 令和３年２月２６日付け２五監第８６３号による令和２年度財政援助団体等監査の結果

について、次のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき通知いたします。 

なお、財政援助団体への指摘事項等については、所管部局より監査の結果について、報

告及び指導を行ったうえで報告いただいた措置状況を併せて報告します。 

 

記 

１ 監査の対象（対象団体及び所管部局） 

(1) 五島市防犯協会負担金 

ア 財政援助団体 五島市防犯協会 

イ 所管部局 総務企画部（総務課） 

(2) 五島長崎国際トライアスロン大会負担金 

ア 財政援助団体 五島長崎国際トライアスロン大会実行委員会 

イ 所管部局 地域振興部（スポーツ振興課） 

(3) 五島市花いっぱい運動推進協議会事業費補助金 

ア 財政援助団体 五島市花いっぱい運動推進協議会 

イ 所管部局 建設管理部（管理課） 

 

２ 監査の結果について講じた措置 

Ｉ 五島市防犯協会負担金 

１ 財政援助団体：五島市防犯協会 

(1)指摘事項 

ア 五島市防犯協会負担金について 

五島市防犯協会（以下「防犯協会」という。）は、予算の歳出総額に対する歳入

額の不足額として、市から１，０２５，０００円の負担金の交付を受けて活動を
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行っており、令和元年度歳入歳出決算において、役務費及び地域安全活動費の執

行残並びに予備費の未執行により繰越金２５７，２３８円が生じている。市に求

める負担金の額については、予備費を例年どおりの額とするなど予算額を精査し

て多額の繰越金が生じないよう減額されたい。 

  【講じた措置】 

事業計画及び予算額を精査編成し、令和３年度については、市への負担金は請求

しておりません。 

 

イ 補助金の交付等について 

防犯協会から他の団体に対し補助金を交付しているが、当該補助金に関する規

程がなく事業の目的、対象事業の内容等を確認できない。補助金の交付に関する

規程を整備し、事業の内容、対象経費、使途の適正性、効果等について確認する

とともに、必要に応じて補助金を見直されたい。 

また、防犯協会から補助金の交付を受けている団体で、市からも補助金の交付

を受けているものがあるので、事業内容等が重複していないか精査するとともに、

当該団体の代表が、防犯協会の会長と同一人であるから、民法（明治２９年法律

第８９号）第１０８条の双方代理に関する規定に留意されたい。 

  【講じた措置】 

 令和３年２月１６日付けで補助金交付要領を定め、事業内容等について確認を行

いました。 

 また、防犯協会及び市から補助金を受けている福江地区町内会連合会については、

重複する補助がないことを審査確認しました。双方代理に関する規定については、

今後の申請等行為について、副会長を補助金交付申請者とすることとしました。 

 

ウ 分担金について 

電光掲示板及び啓発用ポスター作成費の分担金については、関係団体と協議し

て決定したとのことであるが、防犯協会として意思決定した書類等がないので、

分担金の根拠等を明確にして決裁を受けるべきである。 

  【講じた措置】 

 今後は協議内容を記録するとともに、防犯協会としての意思決定文書を作成し、

決裁により分担金の根拠を明確にします。 

 

エ 物品出納簿の整備について 

切手を購入しているにもかかわらず、金券（切手等）を購入し、又は使う際に

記入する物品出納簿が整備されていない。五島市準公金取扱事務処理規程（平成

２７年五島市訓令第４号。以下「準公金規程」という。）第６条第１項第４号の規
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定に基づき保管の適正化に努めるとともに、同条第２項第２号の規定に基づく物

品出納簿を整備されたい。 

  【講じた措置】 

 経理規程を定め、物品出納簿を作成し改善しました。 

 

オ 備品管理台帳の整備について 

軽自動車を所有しているにもかかわらず、備品を購入した場合に記入する備品

管理台帳が整備されていない。準公金規程第６条第２項第３号の規定に基づく備

品管理台帳を整備されたい。 

  【講じた措置】 

 備品管理台帳を整備し改善しました。 

 

(2)指導事項 

ア 預金通帳の印鑑の保管について 

預金通帳の印鑑を事務局（総務企画部総務課）の金庫で保管し、担当者が保管

者となっている。準公金規程第６条第１項第３号の規定により銀行届出印は経理

責任者が別に保管するなど、事故防止に努められたい。 

  【講じた措置】 

    銀行届出印は総務課長の鍵付き袖机に保管し、経理責任者である総務課長が管理

するように改善しました。 

 

イ 支出伺及び収入伺について 

支出負担行為支出命令書及び収入命令書に内容を確認できる書類が添付され

ていないものがある。準公金規程第５条第１項第２号に「支出伺及び収入伺は、

証拠書類を添付して整理保管すること。」と規定されているから、支出負担行為支

出命令書及び収入命令書には、その根拠となる内容を確認できる書類を添付して

決裁を受けられたい。 

  【講じた措置】 

 内容を確認できる請求書等の証拠書類を添付し決裁を受けるよう改善しました。 

 

(3)意 見 

ア 監査について 

監査については、監事により決算の監査が実施されており、決算の表示が予算

執行等の財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点からの監査が行

われているところである。 

準公金規程第７条第２項は、「監事には実査を行える者を充てるなど、チェック
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機能が実効性あるものとなるよう努めるものとする。」と規定しているから、監査

に当たっては、預金通帳と収入支出整理簿との突合を行うこと等により、会計経

理が適正に処理されているかという合規性の観点から実査ができるような体制整

備に取り組まれたい。 

  【講じた措置】 

 監事の選考については、会計経理の経験者を充てるなど、チェック機能が実効性

のあるものに改善します。 

 

イ 収入の確保等について 

防犯協会は、市からの負担金を令和元年６月１８日に収入したことから、平成

３１年４月１６日請求の軽自動車車検代を令和元年６月１８日に、平成３１年４

月２２日請求のポスター作成費を令和元年６月２０日に、令和元年５月９日請求

の軽自動車税を同年６月２５日にそれぞれ支払っており、支払が遅延している。 

その原因は、令和元年度の理事会を令和元年６月３日に開催したため、令和元

年度予算の成立が遅れ負担金の請求が遅くなったことによるものである。したが

って、理事会を早く開催し、予算の早期成立を受けて負担金を請求することとさ

れたい。また、予算が成立するまでの予算の執行方法について、規約に定めるな

どの措置を検討されたい。 

  【講じた措置】 

 予算成立前の予算の執行方法については、規約の改正（案）を令和３年度の理事

会に諮り令和４年度から適用する予定としています。 

 

２ 所管部局：総務企画部（総務課） 

(1)指摘事項 

ア 防犯協会負担金について 

市は、防犯協会に１，０２５，０００円の負担金を交付しており、防犯協会の

令和元年度歳入歳出決算において、役務費及び地域安全活動費の執行残並びに予

備費の未執行により繰越金２５７，２３８円が生じている。財政援助団体の決算

に多額の繰越金がある場合には、負担金の必要性及び金額を精査して適正なもの

とされたい。 

  【講じた措置】 

 事業の執行状況を常に確認し、事業計画の縮小や中止が決まった時点で、不用見 

込額を返納させるよう事務の改善を図りました。 

 

イ 準公金の取扱いについて 

防犯協会の現金等を準公金として取り扱うことについては、準公金規程第３条



5/14 

 

第４項が「取扱いが必要な理由等を付して、所管係又は班の属する課及び室等の

長の決裁を受けるものとする。」と規定するところ、当該決裁を受けていない。 

防犯協会の準公金を取り扱う総務企画部総務課は、準公金規程を所管する部局

であるから、準公金規程に基づき適正な事務処理を行われたい。 

また、防犯協会は経理に関する規程を定めていないので、準公金規程第３条第

５項の規定により、防犯協会に対して当該規程を定めるよう指導されたい。 

  【講じた措置】 

準公金規程第３条第４項に規定する、準公金として取り扱う必要がある理由につ

いて、令和３年２月１６日付けで総務課長の決裁を受けました。 

 また、五島市防犯協会経理規程を定め、令和３年６月３日開催の理事会に報告し

承認を受けています。 

 

ウ 準公金の管理について 

準公金規程第６条第３項の規定では、帳簿は、年１回以上、当該事務に従事し

ていない職員による点検を受けなければならないとなっている。また、この場合

において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法

については、所管課等の長が別に定めることとなっているところ、市は、点検に

ついての具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による

点検を受けていない。内部統制が有効に機能するよう準公金規程第６条第３項の

規定に基づき事務処理されたい。 

  【講じた措置】 

帳簿については危機管理班係長が４半期ごとに点検を行うものとし、点検結果に

ついては総務課長へ報告するよう改善を図りました。 

 

エ 職務専念義務の免除の承認について 

防犯協会の事務に従事するに当たり、当該事務が五島市組織規則（平成１６年

五島市規則第４号。以下「組織規則」という。）第４条第１項の分掌事務及び職員

の事務分担表に定められておらず、五島市職員の職務に専念する義務の特例に関

する条例（平成１６年五島市条例第３２号）第２条の規定による職務に専念する

義務の免除の承認を受けていない。 

職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５条に「法律又は条

例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを

その職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ

従事しなければならない。」と規定され、五島市職員の職務に専念する義務の特例

に関する条例第２条に「公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ない

で非常勤として従事する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受
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けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。」と規

定されているから、防犯協会に関する事務について職員の事務分担表等に記載す

ることにより市の事務として取り扱うことを明らかにし、又は当該事務に従事す

ることについて職務に専念する義務の免除の承認を受けられたい。 

  【講じた措置】 

 分掌事務及び係（班）員事務分担表に明示しました。 

 

Ⅱ 五島長崎国際トライアスロン大会負担金 

１ 財政援助団体：五島長崎国際トライアスロン大会実行委員会 

(1)指摘事項 

ア 正当債権者以外のものへの支払について 

正当債権者から受領の権限を受任したことを証する書類等（以下「委任状等」

という。）を徴することなく、正当債権者と異なる名義の口座に消耗品代を支出し

ている。後の紛争を避けるためにも、委任状等を徴すべきである。 

  【講じた措置】 

正当債権者以外の口座へ支出することは原則行わないこととし、やむを得ず正当

債権者以外の口座へ支出する場合は、委任状等を徴したうえで処理するようにしま

した。 

 

イ 旅行の依頼について 

旅行の内容を記載した書面により旅行の依頼を行うことなく、旅費を支出して

いる。旅行を依頼するときは、当該旅行の内容を明確にするため、書面により旅

行を依頼したうえで旅費を支出されたい。 

  【講じた措置】 

 旅費を支出する場合は、書面による旅行依頼をするようにしました。 

 

ウ 翌年度大会参加料の当年度予算への計上について 

平成３０年度に収入した翌年度大会の選手参加料（以下「翌年度大会参加料」

という。）の収入金については、平成３０年度の調定伝票を起票せず、五島長崎国

際トライアスロン大会実行委員会会計規則（以下「会計規則」という。）に定めの

ない収入命令書により平成３１年度の収入金として起票しており、平成３０年度

の予算及び決算に計上していない。 

会計規則第２条は、会計年度について「毎年４月１日に始まり翌年３月３１日

に終わるものとする。」と規定し、会計規則第７条は、収入の調定について「実行

委員会の収入の原因となる行為をしようとするときは、調定伝票によりあらかじ

め会計責任者の決裁を受け、収納しなければならない。」と規定しているから、平
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成３０年度の収入金である翌年度大会参加料は、平成３０年度の予算に計上して

調定伝票で受け入れ、令和元年度に前年度繰越金として処理すべきである。 

また、収入事務を収入命令書により行うのであれば、会計規則に収入命令書を

規定するよう改正されたい。 

  【講じた措置】 

    会計規則の会計年度期間を１１月から翌年１０月に見直し、参加料は大会開催年

度の会計に受け入れることとします。また、会計規則に収入伺いを規定し運用する

こととします。会計規則は、９月開催予定の総会に提出し改正する予定としていま

す。 

 

エ 会計経理について 

平成３０年度に収入した翌年度大会参加料の出納簿が整備されていない。翌年

度大会参加料については、準公金規程第６条第２項に準公金の出納及び管理の状

況を明らかにするために出納簿を整備すると規定されているから、出納簿を整備

すべきである。 

  【講じた措置】 

 会計規則の会計年度期間を見直し、大会開催年度の会計に参加料収入を受け入れ

る予定としており、当該年度の出納簿に計上する予定としています。 

 

オ 負担行為事項の伺いについて 

負担行為事項の伺いについて、会計規則第８条が「予算を執行しようとすると

きは、あらかじめ支出負担行為伺書により会計責任者の決裁を受けなければなら

ない。」と規定しているところ、契約を締結しているにもかかわらず、支出負担行

為伺書を起票することなく、会計規則に定めのない支出負担行為決議書兼支出命

令書で支出しているものが複数見受けられた。会計規則に基づき、支出負担行為

伺書を起票し、会計責任者の決裁を受けるべきである。 

また、契約の締結を伴わない支出事務を会計規則に定めのない支出負担行為決

議書兼支出命令書により行っているが、会計規則に定める会計帳簿のほかに本件

帳票で支出事務を行うのであれば、本件帳票を会計規則に定めるよう改正された

い。 

  【講じた措置】 

 会計規則第８条を、契約書等を作成したものについての規定に改正し、該当する

業務等の一覧表を作成したうえで、支出負担行為伺書により会計責任者の決裁を受

けるようチェック体制を徹底します。また、会計規則に支出伺を定めて運用する予

定としております。 
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カ 契約事務について 

契約書に印紙が貼付されていないもの、契約保証金について決裁伺いに記載が

ないもの、契約書の印鑑と請求書の印鑑が相違しているものが散見された。契約

事務については、準公金規程第５条第２項に基づき、五島市財務規則（平成１６

年五島市規則第４３号）を参考に事務処理すべきである。 

  【講じた措置】 

 五島市財務規則に準じて事務処理を行うよう指導しました。また、支出負担行為

伺と支出伺の様式を改正して、契約事務に係るチェック項目欄を設け事務の改善を

図る予定としております。 

 

(2)指導事項 

ア 返金された選手参加料について 

口座相違により預金口座に選手参加料が返金されたところ、当該返金された選

手参加料を預金口座に入金するための伝票を起票していないことから、預金と帳

簿書類の額が一致していない。出納事務に際しては、準公金規程第５条第１項第

１号に、現金等を受払する場合は経理責任者の決裁を受けることと規定されてい

るから、預金と帳簿書類の額が一致するよう、返金された現金の戻入伝票を起票

し、決裁を受けるべきである。 

  【講じた措置】 

現金等の受払をする場合には伝票を起票して会計責任者の決裁を受け、預金と帳

簿書類が一致するよう指導しました。また、伝票の起票漏れ等がないか、準公金規

程第６条第３項の規定による当該事務に従事していない職員による点検のチェッ

ク項目に含め、定期的に確認をするよう体制を改善しました。 

 

イ 資金前渡金について 

返納すべき資金前渡金について、精算するまでに１か月を要している。盗難や

紛失などのリスクを軽減するためにも、速やかに精算返納すべきである。 

なお、返納が生じない資金前渡金については、支出負担行為決議書兼支出命令

書に領収証等を添付して完結しており、準公金規程第５条第１項第４号の規定に

よる「領収証又はこれに代わる証拠書類を添付して精算すること」を行っていな

い。返納が生じない資金前渡金については、領収書等を添付した支出負担行為決

議書兼支出命令書に精算の確認欄を設け、あるいは出納簿に精算欄を設けて、命

令権者から精算の決裁を受けるべきである。 

  【講じた措置】 

 会計規則に規定する支出伺の様式を、精算確認欄を設けたものに改正し、精算時

にも会計責任者の決裁を受けるように改善します。また、精算返納が生じる場合は
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支払い完結後７日以内に入金処理を行うことを会計規則に規定するとともに、準公

金規程第６条第３項の規定による当該事務に従事していない職員による点検のチ

ェック項目に含め定期的に確認を行うこととしました。 

 

ウ 現金の保管について 

受領した寄附金について、預金通帳と一緒に金庫に保管したまま、預金口座へ

の入金が遅れているものが見受けられた。準公金規程第６条第 1項第２号の規定

（所管課等において現金を保管する場合は、保管金額及び保管期間を必要最小限

にとどめ、かつ、所定の金庫に保管するなど事故防止に万全を期すこと。）に基づ

き、速やかに預金口座に入金すべきである。 

  【講じた措置】 

 通帳へ入金すべき現金は受領日から７日以内に入金処理を行うことを会計規則

に規定するとともに、準公金規程第６条第３項の規定による当該事務に従事してい

ない職員による点検のチェック項目に含め、定期的な確認を行うこととしました。 

 

(3)意 見 

ア 契約事務について 

契約事務については、限られた職員の中で短期間で現場を準備しなければなら

ず、大会準備の品質を確保するために、随意契約に関する会計規則第１７条第２

項第５号の「これまでの信用実績等を考慮して会計責任者が特に定めた場合には、

見積書の徴収の省略をすることができる。」という規定を適用して、特命随意契約

を締結しているものが散見された。更に「会計責任者が特に定めた場合」の定め

もなく運用し、毎年度行う契約を同一業者に発注している。 

その理由は、６月に開催する大会の準備を当該年度の４月から開始するため、

契約から事業完了まで人員及び時間に余裕がないので、競争入札に付することが

できず、複数の見積りを徴する状況にないからとのことである。しかしながら、

(1)ウにおいて述べたとおり、翌年度（令和元年度）大会参加料の収入金は、当年

度（平成３０年度）の歳入予算に計上して処理すべきであるから、当該歳出予算

に翌年度（令和元年度）大会開催のための経費を計上することができるものであ

る。翌年度大会開催のための予算を当年度大会の予算と別会計にして、開催準備

に早期に着手すること等により、業務量の平準化を検討されたい。 

また、会計規則は、第１６条において「実行委員会に関する契約は、随意契約

の方法により締結する」と定めているが、準公金規程は、第５条第２項において

「契約に際しては、財務規則を参考とし、入札又は見積合わせなどにより競争性

を確保するとともに、契約先が特定の業者に偏ることのないよう努めるものとす

る。」と規定するから、会計規則を改正して競争入札を導入すべきである。 
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なお、契約手続きに際しては、競争入札とできないかを十分に検討し、やむを

得ず随意契約の方法による場合は、随意契約のデメリットである受注機会が広く

与えられない、相手方が固定化し公正な取引を阻害するおそれがある、競争原理

が働かず契約金額が高止まりするなどといったことを十分認識したうえで、負担

金の原資が市民からの貴重な税金であることを踏まえ、市民に理解を得られるよ

う経済性と透明性の確保に努められたい。 

  【講じた措置】 

  会計規則の会計年度期間を１１月から翌年１０月に改正することにより、開催準

備期間を長く確保し早期に着手することが可能になると考えております。また、指

名競争入札を会計規則に規定することとし、契約に際しては競争性を確保するよう

改善いたします。 

 

イ 監査について 

監査については、監事により決算の監査が実施されており、決算の表示が予算

執行等の財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点からの監査が行

われているところである。 

準公金規程第７条第２項は、「監事には実査を行える者を充てるなど、チェック

機能が実効性あるものとなるよう努めるものとする。」と規定しているから、監査

に当たっては、預金通帳と収入支出整理簿との突合を行うこと等により、会計経

理が適正に処理されているかという合規性の観点から実査ができるような体制整

備に取り組まれたい。 

  【講じた措置】 

実行委員会監事による監査については、決算時のみではなく年度途中においても、

預金通帳と出納簿の突合や、職員による点検チェック表の結果を用いて確認するな

どの実査を行い、チェック機能が実効性のあるものとなるよう改善します。 

 

２ 所管部局：地域振興部（スポーツ振興課） 

(1)指摘事項 

ア 準公金の管理について 

準公金規程第６条第３項の規定では、帳簿は、年１回以上、当該事務に従事し

ていない職員による点検を受けなければならず、この場合において、点検職員、

点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等

の長が別に定めることとなっているところ、当該事務に従事していない職員によ

る点検を受けてはいるものの、点検についての具体的実施方法を定めていない。 

内部統制が有効に機能するよう、点検についての具体的実施方法を定められた

い。 
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  【講じた措置】 

    点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告については、次のとおり定めま

した。 

 点検職員：スポーツ振興課市民スポーツ班係長 

点検時期：４月末・７月末・１０月末 

点検方法と結果：職員点検チェック表による確認結果を会計責任者へ提出する。 

 

イ 職務専念義務の免除の承認について 

五島長崎国際トライアスロン大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）の

事務に従事するに当たり、当該事務が組織規則第４条第１項の分掌事務及び職員

の事務分担表に定められておらず、五島市職員の職務に専念する義務の特例に関

する条例第２条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けていない。 

職員は、地方公務員法第３５条に「法律又は条例に特別の定がある場合を除く

外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当

該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と

規定され、五島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第２条に「公益

を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤として従事する場合

においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職

務に専念する義務を免除されることができる。」と規定されているから、実行委員

会に関する事務について職員の事務分担表等に記載することにより市の事務とし

て取り扱うことを明らかにし、又は当該事務に従事することについて職務に専念

する義務の免除の承認を受けられたい。 

  【講じた措置】 

 分掌事務及び係（班）員事務分担表に明示しております。 

 

(2)意 見 

ア 負担金の支出の時期について 

大会参加料としての多額の預金があるにもかかわらず、負担金を５月に２回に

分けて前金で支出しているが、実行委員会の財源に余裕があるときに公金を前金

払しなければならない理由はないから、預金が少なくなる時期に支出することを

検討されたい。 

  【講じた措置】 

負担金の支出については、預金不足が予測される時期に支出するようにしました。 
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Ⅲ 五島市花いっぱい運動推進協議会事業費補助金 

１ 財政援助団体：五島市花いっぱい運動推進協議会 

(1)指導事項 

ア 預金通帳等の管理について 

預金通帳を事務に従事していない職員の机で保管していた。準公金規程第６条

第１項第３号の規定により、預金通帳は所定の金庫に保管し、事故防止に努めら

れたい。 

  【講じた措置】 

 事務に従事する空き家・公園班担当係長の鍵がかかる机で保管するように是正 

しました。 

 

(2)意 見 

ア 監査について 

監査については、監事により決算の監査が実施されており、決算の表示が予算

執行等の財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点からの監査が行

われているところである。 

準公金規程第７条第２項は、「監事には実査を行える者を充てるなど、チェック

機能が実効性あるものとなるよう努めるものとする。」と規定しているから、監査

に当たっては、預金通帳と収入支出整理簿との突合を行うこと等により、会計経

理が適正に処理されているかという合規性の観点から実査ができるような体制整

備に取り組まれたい。 

  【講じた措置】 

 協議会の委員の中で会計事務に精通している委員を任命する方針であり、現在は

元市職員と企業経営者の２名を監事に任命しております。 

監査の実施にあたっては、預貯金通帳と収入支出整理簿との突合を行う等、適正

な実査に努めております。 

 

イ 事業の推進について 

市全域にわたる花いっぱい運動を推進するため、特に支所地区における事業展

開策を講じられたい。 

  【講じた措置】 

 支所地区における事業展開策については、支所地区で開催されるイベント時の花

苗配布や空き地の活用等の意見に基づき事業計画を作成しております。 

また、神之浦前監査委員より支所地区における事業展開策を講じるにあたって、

五島市商工会を本協議会の委員に招致してはどうかとの意見をいただいた件につい

ては、令和３年７月５日に正式に委員として五島市商工会の加入同意を得ました。 
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今後は、五島市商工会の意見・協力を仰ぎながら、支所地区における事業展開策

を具体化していきたいと考えております。 

 

２ 所管部局：建設管理部（管理課） 

(1)指摘事項 

ア 準公金の管理について 

準公金規程第６条第３項の規定では、帳簿は、年１回以上、当該事務に従事し

ていない職員による点検を受けなければならないとなっている。また、この場合

において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法

については、所管課等の長が別に定めることとなっているところ、市は、点検に

ついての具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による

点検を受けていない。内部統制が有効に機能するよう準公金規程第６条第３項の

規定に基づき事務処理されたい。 

  【講じた措置】 

 事務に従事していない地籍調査班係長により、４半期に１回（６月末、９月末、

１２月末、３月末）、帳簿点検表に基づき、預金通帳、収入支出伝票、収入支出整理

簿との突合を行うようにしました。 

また、点検結果について、経理責任者（管理課長）に帳簿点検表を提出して報告

するよう是正しました。 

 

Ⅳ まとめ 

理事会で予算が成立するまで市からの負担金が交付されないため、現金が不足し、車

検代等の支払いが遅延している団体があった。このように、予算が成立するまでの間に

現金が不足し支払ができない事態に陥ることは、他の団体でも起こり得るから、総会、

理事会等を早く開催し、予算の早期成立を受けて負担金を請求することとし、又は予算

が成立するまでの予算の執行方法について、規約等に定めるなどの措置を検討されたい。 

準公金規程では、準公金の取扱いに係る基本方針として、「準公金は、市の所有に属さ

ないことを踏まえ、その管理は団体によって行われるよう事務の移管に努めるものとす

る」としたうえで、団体の事務を市の職員が公務の一環として行うことに公益性が認め

られる場合など、やむを得ない事情により市の職員が団体の現金等を準公金として取り

扱う場合は、適正な管理を行うとともに、その出納について透明性の確保に努めるもの

としているところ、準公金等を取り扱う関係職員は、市の会計上の審査を受けることな

く現金等の取扱いを行っており、紛失や盗難などの事件や事故の発生リスクを抱えてい

る。このため準公金規程は、第６条第３項において「帳簿は、年１回以上、当該事務に

従事していない職員による点検を受けなければならない。この場合において、点検職員、

点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等の長が
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別に定める。」と定めているところであるが、今回監査した３団体は、点検の具体的実施

方法を定めていなかった。準公金の取扱いにおいては、団体の事務局職員としての責任

だけでなく市の管理責任が問われることになるので、不正防止や事故防止の必要性を認

識し、速やかに内部牽制機能の強化を図られたい。 

また、準公金の取扱いについては、本来、団体が行うことが基本とされているものの、

監査の手続き、帳簿書類等を監査した限りにおいては、団体の役員等は出納業務、記帳

業務等の経理業務に積極的に関与していない状況にある。さらに、団体内部の監査は、

当該団体の現金等が適正に管理されているかチェックするためのものであるから、この

チェック機能が弱いと事故等のリスクが高くなる。不正行為、違法行為、処理ミスの発

生を防止するためにも、準公金規程に基づき、監事には実査を行える者を充てるなど、

チェック機能が実効性あるものとなるよう体制整備に取り組まれたい。 

【講じた措置】 

    監査の結果を全庁に共有し、同様の事案がある場合は、早急に改善に努めるよう

通知しました。 


